
第６　個別取組事項
  主要取組事項10本の柱に基づき、94項目の個別取組事項に取り組みます。

１　市民などとの連携・協働

R４
2022

R５
2023

R６
2024

R7
2025第3次大綱取組内容

<継続>
オープンデータの推進

2

<継続>
オープンデータ化の推進

市民から直接市政に対するご
意見等を、電子メールやふれ
あい箱など様々な手段を用い
て活用できる環境を整える。

第2次大綱取組内容

<継続>
パブリックコメント制度の活
用

避難所情報、人口情
報、ＡＥＤ情報につい
て、愛知県及び名古屋
市を除く県内市町村で
組織した「あいち電子
自治体推進協議会」が
運営する「あいちオー
プンデータ試行サイ
ト」においてオープン
データを公開した。

<継続>
パブリックコメント制度の活
用

市民から直接市政に対するご
意見等を、電子メールやふれ
あい箱など様々な手段を用い
て活用できる環境を整える。

オープンデータ化が可能な行
政情報について、「あいち
オープンデータ試行サイト」
に順次公開する。

・市民に市政等に関する最新
情報や生活に役立つ地域情
報、行政情報を提供する。
・災害時における緊急情報な
どを発信する。

5

<継続>
市政懇談会（タウンミーティ
ング）の開催

秘書広
報課市の現状と課題に沿ったテー

マ、その事業の取組につい
て、市長自らが説明を行う。

6

秘書広
報課

秘書広
報課

<継続>
市民公募委員の登用推進

経営企
画課

審議会等の特性に応じて、
「審議会等の設置及び運営に
関する指針」に基づき、一部
の委員の選任について、市民
公募で行う。

4

実施時期（年度）

1

<継続>
情報発信の充実

<継続>
市民との意見交換

施策等に市民の意見を反映す
るため、パブリックコメント
制度の活用を促進する。

3

秘書広
報課

関係各
課
総務課
秘書広
報課
（第２
次大綱
時は総
務課、
秘書広
報課）

所管課

市政懇談会について、
内容や手法等の検討を
行った。

<継続>
市政懇談会（タウンミーティ
ング）の検討

市政懇談会について、内容や
手法等について検討を行う。

第2次大綱
（R2年度）取組結果

第2次大綱個別取組事項

各課が保有する情報の棚卸を
行い、「愛知県オープンデー
タカタログ」への公開を検討
する。

毎年度実施

第3次大綱個別取組事項

毎年度実施

毎年度実施

施策等に市民の意見を反映す
るため、パブリックコメント
制度の活用を促進する。

<継続>
市民との意見交換

ホームページ等を活用
し、市が策定等する計
画等について市民から
広く意見募集を行っ
た。また提出された意
見のうち、市において
取り入れるべきと判断
したものは、計画等の
内容に反映した。

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

・市民等に市政等に関する最
新情報や生活に役立つ地域情
報、行政情報を提供する。
・災害時における緊急情報な
どを発信する。

ホームページ、ＬＩＮ
Ｅ、コミュニティFMや
クローバーテレビ等を
活用し、市民等に生活
に役立つ地域情報や最
新の市政情報を発信し
た。

電子メールやふれあい
箱により市民から直
接、市政に対するご意
見等をいただいた。

<継続>
情報発信の充実

審議会等において「審
議会等の設置及び運営
に関する指針」に基づ
き、一部の委員の選任
について公募による市
民委員を登用した。

<継続>
市民公募委員の登用推進

審議会等の特性に応じて、
「審議会等の設置及び運営に
関する指針」に基づき、一部
の委員の選任について、市民
公募で行う。
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R４
2022

R５
2023

R６
2024

R7
2025

◯

実施

ＮＰＯ、高校、大学、企業等
との連携事業を推進する。

<継続>
市民活動団体等への活動支援

モデル地区を設定し、
地域の仕組みづくりへ
の取組を開始した。

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

・市が整備する備蓄品以外
に、啓発活動により個人備蓄
の推進をめざす。
・小学校区やコミュニティ単
位での自助・共助の機能を高
める防災活動を推進する。

・個人備蓄の方法とし
て、「ローリングス
トック」の啓発を行っ
た。
・地域防災力の更なる
向上のため、4地区に
自主防災連合会が結成
された。

<新規>
防災意識の高揚

危機管
理課

・市が整備する備蓄品以外
に、啓発活動により個人備蓄
の推進をめざす。
・自主防災組織を中心に、地
域に応じた防災力の向上を図
る。

・職員研修の実施や市民協働
推進ワーキングチーム会議に
おいて、市民協働の仕組みづ
くりに取り組む。
・市民活動支援公募事業を実
施し、市民活動団体等の活動
の推進及び活性化を図る。

<継続>
市民活動団体等への活動支援

・市民協働の仕組みづくりを
推進するとともに、地域の活
動団体の活動支援を行う。
・市民活動支援公募事業を実
施し、市民活動団体等の活動
の推進及び活性化を図るとと
もに、その自立を促進する。

<継続>
ＮＰＯなど、さまざまな主体
との連携・協働

行政とＮＰＯが果たす役割や
行程等を示すロードマップづ
くりを、防災・福祉・健康づ
くり等の分野で進める。

7

広報誌、ホームペー
ジ、出前講座等で愛西
市防災メール登録のPR
を実施した。スマホア
プリの情報も掲載した
防災ハンドブックを作
成し、全戸配布した。

<継続>
緊急災害時情報の配信

<継続>
防災意識の高揚

メール配信に加え、スマホア
プリを活用して、緊急情報を
配信する。

危機管
理課メール配信に加え、スマホア

プリを活用して、緊急情報を
配信する。

8

第2次大綱取組内容

9

<継続>
緊急災害時情報の配信

・審議会等の会議公開に関す
る要綱に基づき、審議会等の
会議は原則公開する。
・審議会等の会議の公開に関
する状況を、ホームページで
公表する。

第2次大綱個別取組事項

<継続>
総合計画における市民アン
ケート調査の実施

「第2次総合計画の評価（前
期4年間）及び策定（後期4年
間）のためのアンケート調
査」を実施する。

<継続>
審議会等の会議の公開

実施時期（年度）
所管課

調査項目検討

第3次大綱個別取組事項

経営企
画課

「第2次総合計画見直
しのためのアンケート
調査」及び「まちづく
りに関するアンケート
調査」を実施した。

・「審議会等の会議公
開に関する要綱」に基
づき、審議会等の会議
は原則公開した。
・審議会等の会議の公
開に関する状況を、
ホームページで公開し
た。

<継続>
総合計画における市民アン
ケート調査の実施

「第2次総合計画の評価及び
第3次総合計画策定のための
アンケート調査」を実施す
る。

第3次大綱取組内容

毎年度実施
・「審議会等の会議公開に関
する要綱」に基づき、審議会
等の会議は原則公開する。
・審議会等の会議の公開に関
する状況を、ホームページで
公開する。

第2次大綱
（R2年度）取組結果

<継続>
審議会等の会議の公開

経営企
画課

11

10

毎年度実施

・新規採用職員を対象
に市民協働のまちづく
りについての研修を
行った。
・地域づくりの講演会
を開催したり、地域の
方とワークショップを
行った。
・平成30年度より市民
活動支援公募事業を開
始し、市民活動団体等
の活動の推進及び活性
化に取り組んだ。

関係各
課
市民協
働課
経営企
画課
（第２
次大綱
時は市
民協働
課・経
営企画
課）

12

<継続>
ＮＰＯなど、さまざまな主体
との連携・協働

市民協
働課
関係各
課
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R４
2022

R５
2023

R６
2024

R7
2025

高齢福
祉課

高齢者が住み慣れた地域で暮
らし続けられるよう、生活支
援・介護予防サービスの体制
整備を進める。

第2次大綱個別取組事項 第3次大綱個別取組事項 実施時期（年度）第2次大綱
（R2年度）取組結果

所管課
第2次大綱取組内容 第3次大綱取組内容

　　検討・調整　　 実施

13

14
高齢福
祉課

<新規>
認知症のある方を支える地域
づくりの推進

・認知症サポーター養成講座
受講者のフォローアップを行
う。
・認知症サポーター養成講座
受講者による団体組織化を
し、認知症のある高齢者にや
さしい地域づくりを推進す
る。

毎年度実施

<継続>
生活支援体制の整備

・第1層生活支援コー
ディネーター1名、第2
層生活支援コーディ
ネ ー タ ー 3 名 配 置し
た。
・生活支援サポーター
養成講座、運転ボラン
ティア養成講座を開催
した。
・協議体を開催し情報
共有及び連携協働によ
る資源開発等を推進し
た。

<継続>
生活支援体制の整備

高齢者が住み慣れた地域で暮
らし続けられるよう、生活支
援・介護予防サービスの体制
整備を進める。
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２　民間活力の活用

R４
2022

R５
2023

R６
2024

R7
2025

検討

実施時期（年度）

<継続>
民間委託（アウトソーシン
グ）の推進

16

第3次大綱個別取組事項

・「民間委託（アウト
ソーシング）推進に関
する指針」及び「委託
事務適正化ガイドライ
ン」に基づき、民間委
託を進めた。

<継続>
民間委託（アウトソーシン
グ）の推進

第3次大綱取組内容

<継続>
会計年度任用職員の活用

事務量の増加等に伴う、職員
負担を軽減するため活用す
る。

所管課
第2次大綱

（R2年度）取組結果

人事課

事務量の増減を把握し
た上で必要に応じて会
計年度任用職員を雇用
した。

「民間委託（アウトソーシン
グ）推進に関する指針」及び
「委託事務適正化ガイドライ
ン」に基づき、民間委託によ
る効果が期待される事務事業
について、民間委託を推進す
る。

経営企
画課
関係各
課

19

20

第2次大綱個別取組事項

第2次大綱取組内容

15

17

「公立保育園基本方針」に基
づき、永和保育園は平成31年
度から自園調理を条件に、指
定管理者制度の導入を進め
る。

市民課で実施可能な委託業務
について、再度精査しながら
近隣市町村の動向を見据えて
課題を抽出し、検討する。

<継続>
公立保育所の調理業務委託推
進

<継続>
窓口業務のアウトソーシング

<継続>
臨時職員・嘱託職員の活用

事務量の増加等に伴う、職員
負担を軽減するため活用す
る。

「民間委託（アウトソーシン
グ）推進に関する指針」及び
「委託事務適正化ガイドライ
ン」に基づき、効率的なサー
ビスの提供やサービス水準の
向上等、民間委託による効果
が期待される事務事業につい
て、民間委託を推進する。

<継続>
指定管理者制度の推進

・「指定管理者制度ガ
イドライン」に基づ
き、指定管理者制度の
円滑な導入及び効果的
な運用を行った。
・「指定管理者制度導
入施設におけるモニタ
リングに関する指針」
に基づき、一部の施設
において外部有識者等
によるモニタリングを
実施した。

<継続>
指定管理者制度の推進

「指定管理者制度ガイドライ
ン」及び「指定管理者制度導
入施設におけるモニタリング
指針」に基づき、指定管理者
制度の円滑な導入や効果的な
運用、外部有識者等によるモ
ニタリングを行い、制度の効
果が期待される施設につい
て、指定管理者制度を推進す
る。

「ＰＦＩガイドライ
ン」に基づき、ＰＦＩ
導入の効果が認められ
る事業を検討した。

18

・「指定管理者制度ガイドラ
イン」に基づき、指定管理者
制度の円滑な導入及び効果的
な運用を行う。
・「指定管理者制度導入施設
におけるモニタリングに関す
る指針」に基づき、外部有識
者等によるモニタリングの導
入を推進する。

<継続>
ＰＦＩ制度の推進

「ＰＦＩガイドライン」に基
づき、ＰＦＩ導入の効果が認
められる事業について、ＰＦ
Ｉの導入を推進する。

経営企
画課
関係各
課

経営企
画課

・「公立保育園基本方
針」に基づき、保育園
調理業務について検討
した。
・永和保育園は令和２
年度から自園調理を条
件に、指定管理者制度
を導入した。

子育て
支援課

実施

毎年度実施

毎年度実施

<継続>
公立保育所の調理業務委託推
進

令和５年度から佐織保育園の
調理業務委託をすすめる。

「ＰＦＩガイドライン」に基
づき、ＰＦＩ導入の効果が認
められる事業について、ＰＦ
Ｉ制度の導入を推進する。

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

市民課
関係各
課

窓口業務の委託とし
て、平成30年7月から
永和郵便局において証
明書等発行業務を開始
した。

<継続>
窓口業務のアウトソーシング

効率的なサービスの提供や
サービス水準の向上等、民間
委託による効果が期待される
事務事業について課題を抽出
し、さらなる委託可能な業務
について精査検討していく。

<継続>
ＰＦＩ制度の推進
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３　事務事業の見直し

R４
2022

R５
2023

R６
2024

R7
2025

総務課

・あいち電子調達共同システ
ムを利用して、入札参加資格
審査申請等の手続きを行う。
・電子入札が可能なものにつ
いて、電子入札を実施する。

26

<継続>
情報システムの効率化

ＩＴ経費の低減や、安定かつ
安全な情報システムの稼働を
めざすため、全庁的に情報シ
ステムの効率化を推進する。

21

・文書保存年限を短縮した文
書関係諸規程を施行する。
・文書保存年限を短縮したこ
とにより生じる文書の廃棄を
進める。

24

実施時期（年度）第3次大綱個別取組事項

第3次大綱取組内容

調達する物品の統一を
実施し、財政課にて単
価契約を行った。

22部署の書面での出納
員検査（つり銭、領収
印の確認）を実施し
た。

<継続>
会計指導検査の実施

不適正な経理処理を防止する
ため、抜き打ち検査などを実
施する。

<継続>
物品等調達事務の統一を推進

第2次大綱
（R2年度）取組結果

毎年度実施

毎年度実施

第2次大綱個別取組事項

第2次大綱取組内容

22

<継続>
物品等調達事務の見直し

調達する物品等の統一を図
り、発注の集約化を推進す
る。

<継続>
会計指導検査の実施

不適正な経理処理を防止する
ため、抜き打ち検査などを実
施する。

総務課

<完了>
文書保存年限の区分を
見直し、永年保存を廃
止したことにより完
了。

決裁権限の下部委譲に
係る検討結果の取りま
とめを行い、課題を検
討した。

入札に参加するために
申請してもらう入札参
加資格審査申請や変更
手続きについて、すべ
てインターネットを活
用し、実施した。

所管課

総務課

<継続>
文書関係諸規程の見直し

利用者にとって、使いやすい
システムの運用を円滑に行
う。

<継続>
あいち電子申請・届出システ
ムの活用

会計室

財政課

毎年度実施

毎年度実施

発注の集約化を推進する。

<継続>
あいち電子申請・届出システ
ムの活用

利用者にとって、使いやすい
システムの運用を円滑に行
う。

<継続>
決裁権限の下部委譲

愛知県及び名古屋市を
除く県内市町村で組織
した「あいち電子自治
体推進協議会」が運営
する『あいち電子申
請・届出システム』に
より、汎用申請や簡易
申請を受け付けた。

・システムの導入や改
修について、愛西市情
報化推進委員会に諮
り、可否を決定した。
・令和２年度に愛西市
情報化推進部会を設置
し研究・調査を行っ
た。

<継続>
情報システムの効率化

ＩＴ経費の低減や、安定かつ
安全な情報システムの稼働を
めざすため、全庁的に情報シ
ステムの効率化を推進する。

毎年度実施

23

25

<継続>
あいち電子調達共同システム
の利活用

・あいち電子調達共同システ
ムを利用して、入札参加資格
審査申請等の手続きを行う。
・電子入札が可能なものにつ
いて、電子入札を実施する。

<継続>
決裁権限の下部委譲

決裁権限の下部委譲に係る検
討結果を取りまとめる。

決裁権限の下部委譲に係る調
査を実施する。（グループ制
導入に伴うもの）

<継続>
あいち電子調達共同システム
の利活用

財政課

総務課

毎年度実施

27
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所管課

愛西市DX推進基本方針に基づ
きデジタル化を推進する。

<新規>
ＡＩ・ＲＰＡ等のデジタル技
術の活用の推進

29

実施計画検証シートを活用し
た事務事業の点検・評価のほ
か、新たな行政評価（事務事
業評価）システムを導入する
などして、事務事業の点検、
評価及び新たな事業の立案を
図る。

財政課

30

<継続>
補助金の適正化の推進

実施計画検証シートを活用し
た事務事業の点検・評価のほ
か、「補助金等の整理・合理
化に関する指針」に基づき、
補助金の適正化の推進を図
る。

経営企
画課
関係各
課

28

第2次大綱個別取組事項

経営企
画課
財政課

<継続>
随意契約の適正化

競争の方法によらないで任意
に相手方を選定し契約してい
る随意契約について、随意契
約によった理由が合理的か否
かを市民目線に立って点検
し、原則競争入札等への移行
を徹底する。

27

経営企
画課

毎年度実施

随意契約理由の精査を
徹底し、随意契約理由
とならないものを入札
に移行した。

第2次大綱
（R2年度）取組結果

第3次大綱個別取組事項

第3次大綱取組内容

<継続>
随意契約の適正化

競争の方法によらないで任意
に相手方を選定し契約してい
る随意契約について、随意契
約によった理由が合理的か否
かを市民目線に立って点検
し、原則競争入札等への移行
を徹底する。

32

<継続>
委託料の見直し

実施計画検証シートを活用し
た事務事業の点検・評価のほ
か、「委託事務適正化ガイド
ライン」に基づき、委託料の
見直しを図る。

総務課
経営企
画課

<継続>
報償費の見直し

<継続>
事務事業の点検、評価及び立
案

支払対象事業の必要性や謝金
等支払基準を検証し、報償費
の見直しを図る。

第2次大綱取組内容

実施計画検証シートを
活用して、事務事業計
画の点検・評価のほ
か、事務事業計画の検
証を行い、令和3年度
予算編成を行った。

〈完了〉
平成29年度に支払対象
事業の必要性や謝金等
支払基準を検証し、見
直したことにより完
了。

31

<継続>
市単独扶助費の見直し

実施時期（年度）

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

<継続>
事務事業の点検、評価及び立
案

　

<継続>
補助金の適正化の推進

実施計画検証シートを活用し
た事務事業の点検・評価のほ
か、「補助金等の整理・合理
化に関する指針」に基づき、
補助金の適正化を推進する。

<継続>
市単独扶助費の見直し

実施計画検証シートを活用し
た事務事業の点検・評価のほ
か、検討調査票や近隣市状況
調査表などを活用し、市単独
扶助費の見直しを行う。

<継続>
委託料の見直し

実施計画検証シートを活用し
た事務事業の点検・評価のほ
か、「委託事務適正化ガイド
ライン」に基づき、委託料の
見直しを図る。

実施計画検証シートを活用し
た事務事業の点検・評価を行
うとともに、新たな行政評価
の視点により、見直しが必要
な事業の洗い出し、検証を行
う。

・実施計画検証シート
を活用して事務事業の
点検・評価を行った。
・「補助金等の整理・
合理化に関する指針」
に基づき、補助金の適
正化を推進した。

経営企
画課
財政課
関係各
課

・実施計画検証シート
を活用し、事務事業の
点検・評価を行った。
・ワーキングチームを
設置し、市単独扶助費
の見直しに向けた検討
を行った。

経営企
画課
関係各
課

・実施計画検証シート
を活用して事務事業の
点検・評価を行った。
・「委託事務適正化ガ
イドライン」に基づ
き、委託料の見直し・
検討を行った。

実施計画検証シートを活用し
た事務事業の点検・評価のほ
か、近隣市状況調査表などを
活用して、市単独扶助費の見
直しを図る。

28
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危機管
理課
土木課

<継続>
防犯灯・街路灯の電気料・維
持管理費縮減の検討

平成29年度の更新事業により
7,776灯がＬＥＤ灯となるた
め、電気料等の維持管理の適
正化を図る。

マイナンバーカードを
利用する手続き等にお
いて、現状の取組状況
や安全性の確認、市民
の利便性向上が見込ま
れる業務について検討
を行った。

35

第2次大綱個別取組事項

37

<継続>
ごみ収集事務の見直し

環境課

・粗大ごみの戸別収集
は、令和元年度から開
始した。
・民間のリサイクルス
テーションの拡充によ
り、市民の利便性が高
まった。

戸別収集の一部導入やリサイ
クルステーションの拡充等に
より、市民の利便性を高める
とともに、受益者負担の適正
化を進める。

第2次大綱取組内容

国が策定した「マイナンバー
カード利活用推進ロードマッ
プ」に基づき、社会保障・税
番号制度導入対策プロジェク
トチームにより、取組内容を
見直していく。

市民課
総務課
経営企
画課
関係各
課（第
２次大
綱時の
所管課
は市民
課・関
係各
課）

<継続>
社会保障・税番号制度導入に
伴う業務プロセスの見直し

ごみの減量化やリサイクル化
の取組を進め、市民の意識を
高めるとともに、受益者負担
の適正化を進める。

「審議会等の設置及び運営に
関する指針」に基づき、審議
会等の統廃合を図る。

実施時期（年度）

毎年度実施
（廃棄物行政の変化に

　対応した取組を実施）

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

備蓄計画に基づき、備蓄体制
の効率化・最適化と財政負担
の平準化を図る。

管理台帳に基づき、備蓄体制
の効率化・最適化と財政負担
の平準化を図る。

・備蓄計画に基づき、
計画的に整備を行うこ
とで予算の平準化を
図った。
・新型コロナウイルス
感染症対策として、交
付金を活用し備蓄品を
整備した。

危機管
理課

<継続>
防災備品等の整備

第2次大綱
（R2年度）取組結果

所管課
第3次大綱個別取組事項

第3次大綱取組内容

<継続>
防災備品等の整備

33

<継続>
審議会等の整理統廃合

経営企
画課
関係各
課

「審議会等の設置及び
運営に関する指針」に
基づき、審議会等の統
廃合を図った。

<継続>
審議会等の整理統廃合

「審議会等の設置及び運営に
関する指針」に基づき、審議
会等の統廃合を図る。

34

<継続>
職員提案制度の推進

経営企
画課

・職員提案制度の見直
しを行い、「職員の提
案等に関する規程」の
改正を行った。
・職員に対し、定期的
に提案の奨励を行っ
た。

<継続>
職員提案制度の推進

推進月間を設けるとともに、
自由提案のほかに課題提案の
募集を行うことにより、提案
を奨励する。

職員提案制度の改正について
周知するとともに、自由提案
の他、課題提案を募集し、提
案の奨励を行う。

<継続>
マイナンバーカード利活用の
推進

マイナンバーカードの利活用
の促進に向けた取組について
課題の調査・検討を行ってい
く。

<継続>
ごみ収集事務の見直し

36

<完了>
平成29年度にＬＥＤ灯
へ更新を行ったことに
より完了。その後も新
規設置はＬＥＤ灯を採
用して電気料等の維持
管理の適正化を行っ
た。
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〇

検
討
結
果
の
取
り
ま
と
め

毎年度実施

毎年度実施

<継続>
特定健康診査・特定保健指導
の推進

第2次大綱
（R2年度）取組結果

43

<継続>
各種講座の充実

生涯学
習課

適正な受講料を徴収し
た講座を開催し、令和
2年度からは、専門的
分野を学ぶ「あいさい
deカレッジ」を開催し
た。

第2次大綱取組内容
所管課

第2次大綱個別取組事項

40

市内のあいさい野菜メ
ニュー提供店舗数が13
店舗となった。あいさ
い野菜メニュー提供店
のリーフレットを作成
し市民にPRした。

健康推
進課

<継続>
がん検診事業の推進

健康推
進課

・乳がん検診につい
て、令和元年度及び2
年度の40歳代の未受診
者に受診勧奨を行っ
た。
・すべてのがん検診精
検未受診者への受診勧
奨を継続して行った。

<継続>
特定健康診査・特定保健指導
の推進

実施時期（年度）

<継続>
保健業務の執行体制の見直し

健康推
進課

特定健康診査の受診率及び特
定保健指導の利用率・終了率
の向上に努める。

第3次大綱個別取組事項

平成31年4月から佐織
保健センターの事務室
を適応指導教室として
設置し、財産処分手続
きを行った。

<継続>
保健業務の執行体制の見直し

毎年度実施

保険年
金課

・受診率を向上させる
ため、40歳～69歳の方
の特定健康診査の自己
負担金1,000円の無料
化を検討し、令和3年
度より無料化を実施し
た。
・AI・マーケティング
技術を活用した未受診
勧奨を実施した。

特定健康診査の受診率及び特
定保健指導の利用率・終了率
の向上に努める。

がん検診の受診率及び精密検
査受診率の向上のため、事業
内容を見直し、よりよい事業
へ展開する。

佐織保健センターの機能を佐
屋保健センターに集約するこ
とについて検討し、保健業務
の執行体制を見直す。

39 受診率と精密検査受診率の向
上に努め、検診の効果を高め
る。

第3次大綱取組内容

<継続>
がん検診事業の推進

佐織保健センターの機能を佐
屋保健センターに集約するこ
とについて検討し、保健業務
の執行体制を見直す。

施設の利活用方針に
沿った事業のあり方
を検討していく

毎年度実施

38

毎年度実施

<継続>
非常勤講師の適正な配置

<継続>
非常勤講師の適正な配置

41

<新規>
健康なまちづくり事業の推進

「住むと健康になるまち」を
コンセプトに、運動事業やヘ
ルシーメニュー事業等を実施
し、住民の健康意識を高め
る。

<継続>
各種講座の充実

適正な受講料を徴収したう
え、多種多様な生涯学習ニー
ズに対応した各種講座の充実
を図る。

指定管理者が開催する講座と
調整し、多種多様な生涯学習
ニーズに対応できるよう、各
種講座の充実を図る。

42
学校教
育課

各学校において適正な
時間で非常勤講師を雇
用した。

少人数教育の推進に向けて、
各学校において適正な時間で
非常勤講師を雇用し、きめ細
やかな指導の充実を図る。

少人数教育による個に応じた
きめ細かな指導を推進し、個
性や能力を伸長する教育を充
実させるために、非常勤講師
を適正に配置する。

<継続>
健康なまちづくり事業の推進

あいさい野菜メニュー提供参
加店舗数を増やし、レシピの
作成等を行い、住民の健康意
識を高めるための働きかけを
検討する。
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毎年度実施

毎年度実施

45

<継続>
消防業務の広域化の検討

消防本
部

・消防長会ワーキング
グループにおいて人員
配置、消防施設及び車
両整備等の効率化につ
いて協議した。
・近隣消防本部と勉強
会を実施した。

<継続>
消防業務の広域化の検討

関係消防本部と引き続き協議
をすすめ、消防の広域化に取
り組む。

市の関係部局及び近隣消防本
部と勉強会を行い、消防の広
域化に取り組む。

毎年度実施

44

<継続>
総合型地域スポーツクラブの
活動の推進

スポー
ツ課

講座数を増やし、会員
数の増加を図った。

<継続>
総合型地域スポーツクラブの
活動の推進

効率的な事業運営に努めると
ともに、会員数を増やし、自
主事業開催数の増加を図る。

子どもから高齢者まで地域住
民の誰もが体力、技術に応じ
て、活動できるよう各種講座
の見直しを図る。

<新規>
海部圏域消防の連携･協力の
推進

消防本
部

・地形的な状況等につ
いて把握・分析し、関
係消防本部と連携・協
力の推進に取り組ん
だ。
・広域化の検討会設置
に向けての協議を行っ
た。

<継続>
海部圏域消防の連携･協力の
推進

地域の災害特性や消防需要の
見直し、地形的な状況等につ
いて把握・分析しながら関係
消防本部と協議をすすめ、消
防の広域化を見据えた連携・
協力の推進に取り組む。

関係消防本部と協議を続け、
消防の広域化を見据えた更な
る連携・協力の推進に取り組
む。

46

実施時期（年度）

第2次大綱取組内容 第3次大綱取組内容

第2次大綱個別取組事項
所管課

第2次大綱
（R2年度）取組結果

第3次大綱個別取組事項

31



４　市外郭団体、特別会計・公営企業会計の健全経営

R４
2022

R５
2023

R６
2024

R7
2025

高齢福
祉課

保険年
金課

八開診
療所
保険年
金課

八開診療所経営改善計画の進
捗管理を行い、市としての存
置の意義、施設の運営形態の
見直しを進める。

下水道
課

広域化後も持続可能な制度と
して維持・継続していくため
に、受益と負担の適正化の観
点により見直しを行う。

<継続>
八開診療所の経営安定化

第２次愛西市下水道事業経営
戦略に基づき、経営成績や財
政状態を把握し、経営の健全
化・効率化及び老朽化の状況
について検証することで、中
長期にわたり下水道サービス
を持続的、かつ安定的に提供
するための経営基盤を強化し
ていく。未整備区域について
は、愛西市汚水適正処理構想
の見直しにより計画的に整備
を進めていく。

国民健康保険の持続可
能な財政運営を図るた
め、国民健康保険事業
の運営に関する協議会
の審議を経て、令和３
年度国民健康保険税の
賦課方式を３方式（資
産割を廃止）とした。

<継続>
下水道事業の経営健全化

<継続>
国民健康保険事業会計の見直
し

事業所からの受託健診
が増加した。
健康診断料金を適正な
金額に見直しを行っ
た。

接続率向上に向けて広
報紙、HPに掲載し、地
元説明会、下水道イベ
ントを通して普及活動
を行った。受益者負担
金等の未納者に督促
状、催告書を送付し
た。それでも納付の無
い者に電話で催告し、
自宅訪問による未納金
徴収を行った。

実施時期（年度）
所管課

第3次大綱個別取組事項

第3次大綱取組内容

<継続>
外郭団体運営体制の見直し

平成28年度に実施した
「近隣市の外郭団体補
助金内訳状況調査」の
結果を参考に、実施計
画検証シートを活用し
て、各外郭団体補助金
の人件費及び事業費の
内訳の検証とあわせ、
各団体の経営状況を分
析・評価した。

実施計画検証シートを活用す
るほか、自主財源の確保を促
すなど、外郭団体運営体制の
見直しを図る。

第2次大綱
（R2年度）取組結果

経営企
画課
社会福
祉課
高齢福
祉課
産業振
興課
土木課
スポー
ツ課

毎年度実施

51

<継続>
公共下水道事業の経営健全化

経営戦略に基づき、接続率の
向上に向けて普及啓発活動に
取り組み、受益者負担金等の
適正な徴収に努める。

47

第2次大綱個別取組事項

第7期介護保険事業計画・高
齢者福祉計画に基づき、介護
保険料の収納と適切な介護
サービスの提供に努める。

<継続>
八開診療所の経営安定化

第2次大綱取組内容

<継続>
外郭団体運営体制の見直し

広域化後も持続可能な制度と
して維持・継続していくため
に、受益と負担の適正化の観
点により見直しを行う。

49

<継続>
国民健康保険事業会計の見直
し

50

設立目的に即した事業展開、
事業による市民サービスの向
上、自主的・主体的な活動の
有無などを踏まえたうえ、自
主財源の確保を促すなど、運
営体制の見直しを図る。

48

<継続>
介護保険事業の運営健全化

経営改善計画に基づき、経営
の安定化を図る。

第8期介護保険事業計
画・高齢者福祉計画の
策定にあたり、高齢者
人口・介護認定者数の
推移、介護給付費の将
来推計などを行い、介
護保険料を決定した。

<継続>
介護保険事業の運営健全化

毎年度実施

毎年度実施

第8期介護保険事業計画・高
齢者福祉計画に基づき、介護
保険事業の健全で効率的な事
業運営に努める。また、
2025・2040年問題に備え、重
度化防止のために、介護予防
に力を入れる。

毎年度実施

毎年度実施
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R４
2022

R５
2023

R６
2024

R7
2025

所管課
第2次大綱

（R2年度）取組結果

第3次大綱個別取組事項

下水道
課

第3次大綱取組内容

上水道
課

平成31年4月1日から公
営企業法の財務規定を
適用し、経営状況の明
確化を図った。

<継続>
水道事業経営健全化の推進

経営戦略に基づき、水道事業
の経営健全化を推進する。

下水道
課

<継続>
農業集落排水処理施設等使用
料の見直し

公営企業会計において経営指
標の計算及び収支状況の検証
により、経営状態を判断し、
広域化・共同化の推進ととも
に使用料の見直しを進める。

水道事業の経営健全化
の推進を図るため、令
和2年度に経営戦略を
策定した。

53

<継続>
水道事業経営健全化の推進

水道料金改定による収益の分
析を行い、水道事業の経営健
全化を推進する。

<継続>
公営企業法の財務規定等適用

・平成31(2019)年度からの適
用に向けた準備を進める。
・法適用後は、現状を正確に
把握分析し、経営の健全性や
計画性、透明性の向上を図
り、長期的に安定した経営を
めざす。

52

<継続>
農業集落排水処理施設等使用
料の見直し

・資産調査等を行い、今後の
維持管理計画を踏まえて、使
用料の見直しに向けた検討を
する。
・平成31(2019)年度から公営
企業会計へ移行した後の収支
状況等を踏まえて、使用料の
改正を行う。

第2次大綱個別取組事項

第2次大綱取組内容

<完了>
平成31年4月1日から公
営企業法の財務規定を
適用し、完了。
経営状況等をより明確
化し、事業運営の効率
化等を図った。

適宜見直す

毎年度実施

実施時期（年度）
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５　市有資産の適正管理

R４
2022

R５
2023

R６
2024

R7
2025

59

<継続>
児童遊園等の利活用方法の推
進 都市計

画課
（第２
次大綱
時は子
育て支
援課）

遊具の保守点検結果や
利用状況、また類似遊
具の設置状況から遊具
の必要性を判断し、修
繕及び撤去を実施し
た。

<継続>
児童遊園等の利活用方法の推
進

・児童遊園等の調査・管理に
より利用状況を把握し、公
園・遊具の状態及び目的に
あった活用がされているかの
確認をする。
・遊具保守点検結果により、
修繕必要遊具の必要性につい
て、撤去も含め検討する。

・児童遊園等の調査・管理に
より利用状況を把握し、公
園・遊具の状態及び目的に
あった活用がされているかの
確認をする。
・遊具保守点検結果により、
修繕の必要性について、撤去
も含め検討する。

毎年度実施

第2次大綱個別取組事項

第2次大綱取組内容

57

58

<継続>
公立保育所運営の適正化を推
進

八開庁舎の整備方針を踏ま
え、実施設計・整備工事を進
める。

56

<継続>
市有財産の有効活用の推進

市有財産の余裕スペースを精
査したうえ、積極的に有効活
用を図り、さらなる自主財源
の確保に努める。

「愛西市公立保育所の運営等
に関する方針及び実施プラ
ン」に基づき、公立保育所運
営の適正化を推進する。

・公共施設の総量適正化・長
寿命化を図る。
・公共施設等総合管理計画に
基づき、施設所管課は個別施
設計画を策定する。

<継続>
公有財産の売却

インターネットオークション
により、使用しない公有財産
を売却する。

ホームページや広報誌を活用
した公募を実施する。

54

第2次大綱
（R2年度）取組結果

所管課

総務課

第3次大綱個別取組事項

第3次大綱取組内容

<完了>
支所整備は令和元年度
に八開支所を整備した
ことにより完了。

実施時期（年度）

<継続>
公共施設等総合管理計画の推
進

<継続>
支所整備

<継続>
公共施設等総合管理計画の推
進（公共建築物）

<継続>
公有財産の売却

市有財産の余裕スペースを精
査したうえ、積極的に有効活
用を図り、さらなる自主財源
の確保に努める。

<継続>
公立保育所運営の適正化の推
進「愛西市公立保育所の

運営等に関する方針及
び実施プラン」に基づ
き、公立保育所運営の
適正化を図った。

55

<継続>
公共施設等総合管理計画の推
進（インフラ施設・インフラ
構築物含む）

長寿命化や合理的な管理によ
る更新費用縮減や財務負担の
平準化を図る。

毎年度実施

令和２年度から個別施
設計画に基づき施設を
管理した。

財政課
関係各
課

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

財政課

公共施設等総合管理計画に基
づいて作成された個別施設計
画により、長寿命化、総量適
正化を図る。

子育て
支援課

インターネットオーク
ションを利用し、公用
車の売却を行った。

市営駐車場使用料、行
政財産目的外使用料、
土地建物貸付収入及び
不動産売払収入など、
自主財源の確保に努め
た。

「愛西市公立保育所の運営等
に関する方針及び実施プラ
ン」に基づき、公立保育所運
営の適正化を推進する。

財政課
関係各
課

<継続>
市有財産の有効活用の推進
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検討
検
討
結
果
の
取
り
ま
と
め

64

<継続>
小中学校の規模等適正化

学校教
育課

基本計画は策定された
が、市民の理解が得ら
れていない。コロナ禍
で市民懇談会等を開催
することができず、実
施計画を策定すること
ができなかった。

<継続>
小中学校の規模等適正化

・小中学校適正規模等基本計
画を策定する。
・小中学校適正規模等基本計
画に基づき、小中学校の学校
規模及び配置の適正化に向け
た実施計画を作成する。

市民と理解を共有するため懇
談会等を開催する。併せて施
設の老朽化状況や将来児童数
の推移状況を踏まえ、現計画
の再検証を実施する。

毎年度実施

第2次大綱
（R2年度）取組結果

<継続>
立田社会福祉会館のあり方の
見直し

民間移管を含めた利活用につ
いて、関係課（機関）等との
意見交換を行い検討する。

<継続>
佐織総合福祉センター及び佐
屋老人福祉センター・佐屋デ
イサービスセンターのあり方
の見直し

61

複合施設の機能を精査し、施
設の活用について検討する。

高齢福
祉課

社会福
祉課

施設内に所在する「あ
いさいわかば分室」を
あいさいわかばと統合
した。「デイサービス
事業」は、廃止した。
民間による利活用も含
め検討した。

62

60

<継続>
障害者就労支援施設及び立田
社会福祉会館のあり方の見直
し

施設利用関係者への意見聴取
や施設の運営状態を踏まえ、
民間事業者への移管を推進す
る。

63

<継続>
公園の利活用方法の検討

「渕高地区」に新たに
設置する公園について
意見交換会を開催し、
地域での日常管理を踏
まえた公園設計にする
ために意見聴取を行っ
た。

都市計
画課

<継続>
公園の利活用方法の検討

・ボランティアなどの協働事
業について、意見聴取等を行
い、継続しやすい環境を整え
て事業を実施する。
・公園緑地の維持管理につい
て、負担軽減に有効と思われ
る方策を関係者から聴取する
など、効果的なものは取り入
れ検証する。

毎年度実施

第2次大綱取組内容

<継続>
八開総合福祉センターのあり
方の見直し

佐屋デイサービスセン
ター及び佐織デイサー
ビスセンターにおいて
は、令和元年度末で廃
止した。
デイサービス跡地利活
用について、複合施設
の機能を精査し、指定
管理者も含め検討す
る。

<継続>
佐織総合福祉センター及び佐
屋老人福祉センターのあり方
の見直し

障害者就労支援施設は
廃止し、民間事業者へ
貸与した。立田社会福
祉会館は、現在実施し
ている児童発達支援事
業を、新規に建設する
施設で実施することと
した。

・ボランティアなどの協働事
業について、今後も意見聴取
等を行い、継続しやすい環境
を整えて事業を実施する。
・公園緑地の維持管理につい
て、負担軽減に有効と思われ
る方策を関係者から聴取する
など、効果的なものは取り入
れ検証する。

第2次大綱個別取組事項

社会福
祉課

<継続>
八開総合福祉センターのあり
方の見直し

施設における運営状況の変動
結果を踏まえて、民間への譲
渡等の事例について調査す
る。

第3次大綱取組内容
所管課

第3次大綱個別取組事項

施設の長寿命化を図るため、
適時修繕を行いながら、さら
なる利活用を検討する。ま
た、デイサービス跡地につい
ても、複合施設の機能を精査
し、指定管理者による利活用
も含め検討する。

実施時期（年度）

毎年度実施

毎年度実施

利用者の安全性を確保するた
めの修繕を行いつつ、民間に
よる利活用含め、あり方を検
討する。
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66

<継続>
まち・ひと・しごと創生（地
方創生）総合戦略の推進

経営企
画課
関係各
課

・令和2年度より第2次
愛西市まち・ひと・し
ごと総合戦略の運用を
開始した。
・KPIの実績値と目標
値との状況を勘案し、
PDCAサイクルに基づく
計画全体の進捗管理を
行った。

<継続>
まち・ひと・しごと創生（地
方創生）総合戦略の推進

まち・ひと・しごと創生の実
現を図るため、総合戦略で掲
げた取組を推進する。
（ 計 画 最 終 年 度 ： 平 成
31(2019)年度）

第2次総合戦略で掲げたま
ち・ひと・しごと創生の実現
に資する取組を推進する。
（計画最終年度：令和7年
度）

毎年度実施

67

<継続>
他自治体との連携の推進

経営企
画課
関係各
課

各種協議会の運営、会
議への参加等により、
他自治体との連携を
図った。

<継続>
他自治体との連携の推進

改正地方自治法を踏まえたう
えで、他自治体と連携を強化
し、広域的な取組の加速化・
拡大化に取り組む。

近隣自治体はもちろんのこ
と、より広域的なネットワー
クを構築することで他自治体
との連携を強化し、広域的な
取組の加速化・拡大化を図
る。

毎年度実施

６　「地方分権改革」や「まち・ひと・しごと創生（地方創生）」の推進への対応と自治体間の連携

第2次大綱個別取組事項
所管課

第2次大綱
（R2年度）取組結果

第3次大綱個別取組事項 実施時期（年度）

第2次大綱取組内容 第3次大綱取組内容

65

<継続>
学校給食センターのあり方の
見直し

小中学校の学校規模及び配置
の適正化に向けた実施計画の
策定に併せ、給食センターの
集約化、給食サービス提供体
制について検討する。

所管課
第2次大綱

（R2年度）取組結果

第2次大綱個別取組事項

（適正規模）小中学校の学
校規模及び配置の適正化に
向けた実施計画の策定に併
せて検討

<継続>
学校給食センターのあり方の
見直し

第3次大綱個別取組事項

学校教
育課

小中学校の学校規模及び配置
の適正化に向けた実施計画の
策定に併せ、給食センターの
集約化、給食サービス提供体
制について検討する。

第3次大綱取組内容

給食センターの集約化
を検討するにあたり、
新たな機材の導入等、
給食サービス提供に必
要な事項について検討
した。

第2次大綱取組内容

実施時期（年度）
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７　人材の育成・活用、職員に対するワーク・ライフ・バランスの推進

R４
2022

R５
2023

R６
2024

R7
2025

75

人事評価（業績評価＋能力評
価）の所要の見直しを行いな
がら、さらなる定着・活用を
図る。

実施時期（年度）第2次大綱個別取組事項

第2次大綱取組内容

第2次大綱
（R2年度）取組結果

第3次大綱個別取組事項

第3次大綱取組内容

早朝や夜間に業務が予
定される職員が、勤務
時間帯をずらして勤務
した。

<継続>
ノー残業デーの実施

毎週水曜日をノー残業デーに
設定し、全職員定時で帰宅す
る。

<継続>
時差出勤制度の活用

県・自治大学校等に職員を派
遣する。

<継続>
人材育成基本方針に基づく人
材育成の推進

<継続>
人材育成基本方針に基づく人
材育成の推進

人事課人材育成の目的及びこれから
の時代に求められる職員像を
明らかにした基本方針に基づ
き、人材育成を推進する。

73

所管課

人事課

人事課

人事課

68

69
専門知識習得のための研修を
行う。

70

<継続>
派遣研修の実施

人事課

<継続>
人事評価制度の実施

<継続>
ノー残業デーの実施

早朝や夜間に業務が予定され
る職員が、勤務時間帯をずら
して勤務する。

<継続>
時差出勤制度の活用

71

72

毎週水曜日をノー残業デーに
設定し、全職員定時で帰宅す
る。

早朝や夜間に業務が予定され
る職員が、勤務時間帯をずら
して勤務する。

毎週水曜日をノー残業
デーに設定し、全職員
定時で帰宅するように
案内した。

<継続>
専門研修の実施

人事課

人材育成の目的及びこ
れからの時代に求めら
れる職員像を明らかに
した基本方針に基づ
き、人材育成を推進し
た。

専門知識習得のための
研修を行った。

県・自治大学校等に職
員を派遣した。

<継続>
派遣研修の実施

県・自治大学校等に職員を派
遣する。

人材育成の目的及びこれから
の時代に求められる職員像を
明らかにした基本方針に基づ
き、人材育成を推進する。

<継続>
専門研修の実施

専門知識習得のための研修を
行う。

74

<新規>
メンタルヘルス対策の推進

人事課

ストレス関連疾患の発
生予防や早期発見、早
期治療の充実、円滑な
職場復帰と再発予防に
向けた支援など、総合
的なメンタルヘルス対
策を推進した。

<継続>
メンタルヘルス対策の推進

ストレス関連疾患の発生予防
や早期発見、早期治療の充
実、円滑な職場復帰と再発予
防に向けた支援など、総合的
的なメンタルヘルス対策を推
進する。

ストレス関連疾患の発生予防
や早期発見、早期治療の充
実、円滑な職場復帰と再発予
防に向けた支援など、総合的
なメンタルヘルス対策を推進
する。

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

人事課

<新規>
男性職員が育児参加しやすい
職場環境の整備

男性職員の育児休業の取得率
向上を推進する。

毎年度実施

毎年度実施

毎年度実施

人事評価（業績評価＋
能力評価）の所要の見
直しを行いながら、さ
らなる定着・活用を
図った。

人事評価（業績評価＋能力評
価）の所要の見直しを行いな
がら、さらなる定着・活用を
図る。

<継続>
人事評価制度の実施
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８　組織の活性化

R４
2022

R５
2023

R６
2024

R7
2025

９　定員の適正管理

R４
2022

R５
2023

R６
2024

R7
2025

実施時期（年度）

第2次大綱取組内容 第3次大綱取組内容

80

<継続>
定員管理計画の適正な管理

人事課

職員の年齢構成の平準
化を考慮したうえで、
事務事業等の遂行に支
障をきたさないよう、
適正な人員配置に努め
た。

<継続>
定員管理計画の適正な管理

職員の年齢構成の平準化を考
慮したうえで、事務事業等の
遂行に支障をきたさないよ
う、適正な人員配置に努め
る。

職員の年齢構成の平準化を考
慮したうえで、各課の事務事
業に係る業務量調査を実施
し、適切な人員配置に努め
る。

適宜見直す

第2次大綱個別取組事項
所管課

第2次大綱
（R2年度）取組結果

第3次大綱個別取組事項

適宜見直す

毎年度実施

特定の課題や計画等に
取り組むため、令和2
年度時点で23のプロ
ジェクトチームが設置
された。

令和2年度に保健や子
育て支援に関する部署
として健康子ども部を
設置し、健康福祉部の
名称を保険福祉部に改
称するとともに、危機
管理課を企画政策部に
再編した。

グループ制を導入し、
意思決定の迅速化を
図った。

特定の課題や計画等に取り組
むため、実務者レベルのプロ
ジェクトチーム制を導入す
る。

担当窓口に捉われるこ
となく、手続きに必要
な職員が来庁した市民
等の所へ出向くことで
ワンストップサービス
の充実を図った。

<継続>
ワンストップサービスの充実

76

77

<継続>
プロジェクトチームの設置

<継続>
組織のフラット化

ピラミッド型の組織階層を低
くし、意思決定の迅速化等を
図るため、柔軟に必要な見直
しを行う。

<継続>
プロジェクトチームの設置

<継続>
組織のフラット化

関係各
課
（第２
次大綱
時は総
務課・
人事
課）

78

<継続>
ワンストップサービスの充実

79 特定の課題や計画等に取り組
むため、実務者レベルのプロ
ジェクトチーム制を導入す
る。

関係各
課

ピラミッド型の組織階層を低
くし、意思決定の迅速化等を
図るため、柔軟に必要な見直
しを行う。

総務課
人事課

市民サービスの向上と迅速化
を進めるために、ワンストッ
プサービスの充実に努める。

市民サービスの向上と迅速化
を進めるために、ワンストッ
プサービスの充実に努める。

実施時期（年度）

<継続>
組織・機構の見直し

新しい行政ニーズに対応でき
るよう、柔軟に必要な見直し
を行う。

第2次大綱個別取組事項

第2次大綱取組内容
所管課

第2次大綱
（R2年度）取組結果

総務課
人事課

第3次大綱個別取組事項

第3次大綱取組内容

<継続>
組織・機構の見直し

新しい行政ニーズに対応でき
るよう、柔軟に必要な見直し
を行う。

適宜見直す

適宜見直す
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１０　健全で持続可能な財政基盤の確立

R４
2022

R５
2023

R６
2024

R7
2025

87

<継続>
ふるさと応援寄附金の推進

寄附金額区分の幅を広げると
ともに、返礼品の拡充、市Ｐ
Ｒ動画（アニメーション版）
を相乗的にＰＲする。

中期的な財政見通しは、毎年
度新しいデータに置き換え、
新年度の予算編成に活用す
る。

中期的な財政見通しを毎年
度新しいデータに更新し続
けていくとともに、新年度
の予算編成に活用する。

毎年度実施

86

<継続>
ネーミングライツ・パート
ナーの募集

財政課

ネーミングライツ・
パートナー募集要項を
設置し、施設所管課と
公募に向けて協議し
た。

<継続>
ネーミングライツ・パート
ナーの募集

ネーミングライツ・パート
ナーを募集する。

経済状況を考慮した上で、
施設所管課と協議し、公募
を行う。

毎年度実施

<継続>
基金の効率的な運用

金融情勢に配慮しながら、
安全性を重視し、流動性に
留意し、基金の運用を行
う。

<継続>
特例的な市債を除いた通常
の市債残高の抑制

毎年度実施

毎年度実施

関係各課と基金の運用管理
を含めたヒアリングを継続
し、引き続き統廃合を含め
た適切な基金管理を行う。

84

<継続>
特定目的基金の統廃合

財政課
関係各
課

基金の運用管理等につ
いて、関係各課にヒア
リングを実施し、令和
元年度に一部基金の統
廃合を実施した。

<継続>
特定目的基金の統廃合

当初予算査定時に基金の運用
管理を含めたヒアリングを実
施し、統廃合の検討を行う。

85

<継続>
中期的な財政見通しに基づく
計画的な財政運営の推進

実施時期（年度）第2次大綱
（R2年度）取組結果

<継続>
特例的な市債を除いた通常の
市債残高の抑制

中期財政計画に基づいて計画
的な起債計画をたて、将来負
担に影響が及ばないように、
市債残高の抑制を図る。

財政課

財政課

統一的基準による財務書類の
作成によって得られるストッ
ク情報やコスト情報を、予算
編成等に積極的に活用する。

中期財政計画に基づいて計
画的な起債計画をたて、将
来負担に影響が及ばないよ
うにするとともに、将来世
代間の平準化を意識した起
債の運用を図る。

所管課

会計室

第3次大綱個別取組事項

第3次大綱取組内容

<継続>
新公会計制度の活用

統一的基準による財務書類
の作成によって得られるス
トック情報やコスト情報
を、予算編成等に活用す
る。

毎年度実施
金融情勢を踏まえなが
ら、安全性を重視し、
流動性に留意し基金の
運用を行った。

統一的基準による財務
書類の作成・公表のた
めの基本的な整備を実
施した。

真に必要な市債の借り
入れのみに限定したう
えで、市債を発行し
た。

第2次大綱個別取組事項

第2次大綱取組内容

81

<継続>
基金の効率的な運用

83

82

<継続>
新公会計制度の活用

定期預金だけでなく、長期債
の活用などにより債券運用益
を拡大する。

毎年度実施

財政課
毎年度、中期的な財政
見通しを新しいデータ
に更新した。

<継続>
中期的な財政見通しに基づ
く計画的な財政運営の推進

財政課
（第２
次大綱
時は産
業振興
課）

返礼品の拡充を積極的
に実施し、ふるさと納
税ポータルサイトを追
加した。

<継続>
ふるさと応援寄附金の推進

ふるさと納税ポータルサイ
トを有効に活用し、返礼品
の拡充を行う。

毎年度実施
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R４
2022

R５
2023

R６
2024

R7
2025

毎年度実施

徴収嘱託員を配置し、徴収
率の向上に努める。

91

<継続>
保育料の改正

子育て
支援課

幼児教育・保育無償化
等を受けて、保育料を
据え置いた。

<継続>
保育料の見直し

受益者負担の原則に基づき保
育料の見直しを実施する。

受益者負担の原則に基づき
保育料の見直しを検討す
る。

専門的な知識を有した徴収嘱
託員を配置し、収納率の向上
に努める。

<継続>
市税等の適正な課税

地方税電子申告システム
(eLTAX)の利用促進を図り、
申告者の利便性の向上を図る
とともに、税務事務を合理化
する。
固定資産を的確に把握するた
め、評価替え毎に航空写真撮
影を実施する。

88

<継続>
市税等の適正な課税

固定資産を的確に把握する
ため、評価替えごとに航空
写真撮影を実施する。（３
年に一度）

地方税電子申告システ
ム（eLTAX）の利用を
促進し、申告者の利便
性の向上を図った。
航空写真撮影等業務を
を実施した。

89

<継続>
税外債権の徴収強化

収納課
関係各
課

・令和元年度に税外債
権マニュアルを改訂し
た。
・税外債権内訳表の時
点修正や税外債権管理
担当者向けの研修を
行った。
・税外債権管理マニュ
アルに基づき、各担当
課で税外債権の管理・
徴収事務を進めた。

<継続>
税外債権の徴収強化

税外債権管理マニュアルに基
づき、各担当課は税外債権の
管理・徴収事務を進める。

第2次大綱個別取組事項

第2次大綱取組内容

毎年度実施

航空写真撮影はＲ５に実施
予定（３年に一度）

実施時期（年度）
所管課

第2次大綱
（R2年度）取組結果

第3次大綱個別取組事項

第3次大綱取組内容

税務課

93

<継続>
使用料等の適正化の推進

経営企
画課
市民協
働課
産業振
興課
生涯学
習課
スポー
ツ課

・令和元年度までの５
割減額（時限措置）を
廃止した。
・「愛西市使用料の見
直し方針」に基づき、
平成29年度から令和元
年度までの実績により
使用料の見直しを検討
した。

<継続>
使用料等の適正化の推進

・施設の利用状況等について
検証する。
・実施計画検証シートを活用
した事務事業の点検・評価の
ほか、新たな行政評価（事務
事業評価）システムを導入す
るなどして、使用料等の適正
化を図る。

「愛西市使用料の見直し方
針」に基づき、施設の利用
状況や他自治体の状況を踏
まえて、継続的に使用料等
の適正化を図る。

毎年度実施

毎年度実施

収納課
関係各
課

・徴収指導員（国税実
務経験者）と徴収担当
職員による滞納案件の
精査を行った。
・徹底した滞納管理に
より、税負担の公平性
の確保と徴収率向上に
取り組んだ。

<継続>
市税等の適切な確保

・税外債権内訳表の時点修
正を行う。
・税外債権管理担当者向け
の研修を行う。
・税外債権管理マニュアル
に基づき、各担当課で税外
債権の管理・徴収事務を進
める。

90

<継続>
市税等の適切な確保

92

徹底した滞納管理により、租
税負担の公平性の確保に努め
る。

徹底した滞納管理により、
租税負担の公平性の確保に
努める。

毎年度実施

毎年度実施

<継続>
徴収嘱託員の配置

収納課
（第２
次大綱
時は保
険年金
課）

徴収嘱託員による訪問
徴収や文書催告などを
実施し、徴収率向上に
取り組んだ。

<継続>
徴収嘱託員の配置

94

<継続>
新たな誘致計画の検討

企業誘
致課

佐屋地区で実施した開
発予備調査を踏まえ、
新たな開発に向けた検
討資料を作成し、愛知
県企業庁との打合せを
実施した。

<継続>
新たな企業誘致計画の検
討・実施

財源確保及び雇用機会の創出
のため、新たな誘致計画の検
討を行う。

工業系地区計画を策定し、
新たな工業団地への企業誘
致計画について愛知県企業
庁と協議を行うと共に、開
発要件の整理及び地権者の
開発同意を取得し、用地造
成事業の早期実施に向けて
進める。

検討・調整 実施
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